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「みちのく記念病院」の殺人隠蔽と不正問題についての要望書 

 

平素は精神医療の改革を進めていただきありがとうございます。 

私たちは障害種別を問わず障害者が地域であたりまえに自立生活が実現できるよう、障害

者の権利擁護活動や様々な支援をおこなっている全国組織です。 

 各種メディアによって大々的に報道されていますが、青森県八戸市の「みちのく記念病院」

で殺人事件隠蔽が明らかになり、理事長と主治医が逮捕されています。私たちは精神障害者

が尊厳を踏みにじられることなく安全に医療を受ける権利が保障され、地域生活に戻れる

よう以下の要望をさせていただきます。 

 

1 「事件の徹底した調査と理事長、主治医などに対する処分について」 

入院病棟で殺人があるということは病院としてあってはならない事件ですが、起こってし

まった事件を隠蔽するということは、人の命を預かる病院・医師としてありえない行為であ

り、人としての道義も問われます。私たちはそのような医師に心身を預けることは到底出来

ません。またそのような病院が存在すること自体が精神疾患を持ったものにとってはもち

ろん、社会にとっても大きな脅威になります。病院のそうした行為は精神障害者や精神科病

院への偏見・差別を助長することになりますので徹底した調査と厳しい処分を求めます。 

 

2 「不正防止のために病院の徹底した調査と、医師の資質に頼る精神医療システムの抜本

的変革について」 

担当の看護師は事件があってすぐに院長などに「外傷がある」と報告をしていたにも関わら

ず、主治医は次の日の朝まで出勤せず出勤後も診察を行いませんでした。その間の被害者へ

の処置は看護師のみで行っておりました。被害者の死亡原因は頭蓋内損傷および失血であ

るのに、診断書を「肺炎」と書くよう院長が看護師に指示し、病院から遺族への説明では「こ

ろんで容体が急変した」と伝えています。死亡診断書の担当医は事件当時同病院に認知症で

入院中の医師の名前を使い作成しています。また現在服役中の男性を事件が外部にもれな

いようにするために医療保護入院に切り替え隔離したとされています。このように隠蔽は

院長の指示の元、組織的に行われました。 



隔離され閉鎖された病棟は外部から確認することが出来ず、医師の決定が絶対の権力と

なります。その決定は医師の資質・倫理観などに依存しています。このようなシステムでは、

患者は精神医療の名のもとに簡単に人権が奪われる危険性があります。 

今回の事件の徹底した調査と厳正な処分、また医師の資質によって簡単に事実を隠蔽で

きるような現精神科医療のシステムを抜本的に見直すように求めます。 

 

3 「事件以外の病院内の不正に徹底した調査と再発防止について」 

みちのく記念病院はこの事件以外にも 200 件以上同様な手口で認知症入院中の医師の名前

を使い死亡診断書を作成し、そのほとんどが「肺炎」と記載していました。不正が常態化し

ていた可能性が高く、組織ぐるみで不正を行っていた疑惑があります。病院内での調査では

なく、第三者委員会を設置し徹底した調査と再発防止策の検討をお願いします。 

 

4 「みちのく記念病院の廃院について」 

 私たち精神障害者、また国民にとって脅威となるみちのく記念病院は廃院も含めて検討

してください。 

 

5 「石山隆容疑者と石山哲容疑者の指定医等の停止の要望」 

元院長であり医療法人『杏林会』理事長の石山隆容疑者、担当主治医の石山哲容疑者は精神

保健指定医の無期限の資格の停止、可能であれば医師免許の停止を強く希望します。 

 

6 「精神疾患と身体疾患重複患者の受け入れ問題について」 

精神科治療と身体疾患の重複の場合、多くの精神科病院あるいは一般の総合病院、身体疾患

を専門とする病院では受け入れが出来ず、みちのく記念病院が最後の受け皿となって一手

に引き受けていたとされます。故にこのような事件が起こると、そうした精神疾患・身体疾

患の重複する患者を受け入れられる病院がなく、医療崩壊にすぐに陥ってしまいます。なに

よりそれは患者、市民にとって憲法で保障された、健康に生きる権利、その他の基本的人権

を著しく脅かすことになり、生死にかかわる一大事であります。これは神戸市の神出病院で

の事件、八王子市の滝山病院事件などと酷似し、このようなケースは全国に多く存在すると

推測されます。そうした現状が「悪い病院」であっても受け皿がなくなるので仕方がないと、

問題解決がされないまま存続する可能性も高いと考えられ、同様の問題が起きないために

抜本的な改革を検討してください。 

 

7 「精神疾患・身体疾患の重複患者を受け入れる病院の実態調査」 

精神疾患と身体疾患の重複する患者を受け入れる病院の実態調査を行い実態の把握と、問

題の把握と解決を早急に行ってください。 

 



8 「精神疾患・身体疾患の重複患者を受け入れる病院を増やすための取り組み」 

精神疾患と身体疾患の重複する患者を受け入れる病院を増やすための取り組みを厚生労働

省として取り組んでください。 

 

9 「精神科病院内での事件を防ぐための措置と隔離拘束について」 

 精神科病院内で殺人が起こるようなことは決してあってはなりませんが、それを防ぐた

めに患者を安易に隔離・拘束することは大いに問題があると思われます。服役している男性

は「身体拘束が辛くて事件を起こせば病院から出られると思った」いう趣旨のことを話して

おり、問題の根本に、患者への人権侵害があり、そのことが事件を起こす大きな一因となっ

たと考えられます。この事実を重く受け止め、国の方針として、隔離拘束を基本的になくし、

患者に寄り添い、気持ちを聞くことによる治療を基本とすることを方針として明確化して

ください。安易な隔離・拘束をなくすためにさらなる基準の厳格化を求めます。 

 

10 「殺人事件で精神障害への差別が助長されないための対処」 

精神科に入院中の患者が別の患者を歯ブラシで刺して死亡させたという犯行の残忍性が強

調された報道がされ、さらにアルコール依存症の患者が事件を起こしたという差別や偏見

を煽るような誤った情報拡散も広まっています。依存症患者への偏見・差別、精神障害者全

体への偏見と差別が強まることを私たちは危惧しています。厚労省として精神障害者の人

権を守り差別を助長しないよう自治体への注意喚起、AC ジャパンなどを通じてテレビなど

で広報するなど、精神障害者への差別・偏見の防止策をしてください。 

 

以上 10 項目について全国自立生活センター協議会は強く要望いたします。10 項目の要望に

ついて 5 月 31 日までにご回答ください。宜しくお願い致します。 

 


